
妊産婦、こ家族の皆様ヘ

毬 銹鉤局り□離蔓砲壁」

健康で元気な赤ちゃんが無事に生まれてきてほしいという妊産婦とご家族の願いをかなえるために、

医師や助産師は全力で取り組んでおります。しかしながら、予期せぬことにより、障害を持つて生

まれてくる赤ちゃんがいることも事実です。万が一、赤ちゃんに、分娩に関連して重度の脳性まひ

が発症した場合には、赤ちゃんとそのご家族をサポー トしたいという想いから、当院は 「産科医療

補償制度」に加入しています。

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度

脳性まひ発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することなどにより、紛争の防止 早

期解決、産科医療の質の向上を図ります。妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、当院が民間の損

害保険に加入して補償する制度です。

補償対象について

◎補償対象は、2009年 1月1日以降出生した児のうち、運営組織が右の基準

を満たすとして、補償対象と認定した脳性まひ児です。

◎なお、出生体重、在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上

の児については、「個別審査」により補償対象となることがあります。

◎先天性要因、新生児期の要因等によるものは、補償対象となりません。
(詳しくは登録証裏面の補償約款をご覧ください。)

①脂纏露熙臨難
身体障害者等級1・2級

相当の重症者

補償内容について

分娩に関連して発症した重度脳性まひと認定された場合には、準備一時金600万 円と補償分割金2,400万円の補償金

(総額3,000万円)を お支払いします。
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◎この制度に加入している当院では、妊産婦の皆様にこの制度の対象とな

ることを示す 「登録証」を交付します。必要事項のご記入などについて

ご協力をお願いします。(裏面に補償約款が印字されています。)

◎ 「登録証」は、母子健康手帳に挟み込むなどして、出産後5年間は大切
に保管してください。
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制度の仕組みについて

鶴|:1の機雄

補償対象として認定された場合、医学的観

点から原因を分析し、妊産婦(児)と分娩機

関の双方に結果をフィードバックします。
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償金として支払われます。

事例情報
の畜積

収集した事例をもとに

整理し、再発防止策を

策定します。
広く一般，こ時

補償申請について

◎補償申請は、生後 1年以降、満5歳の誕生日までに行うことができます。ただし、極めて重症であつて、診断が可能となる

場合は、生後6ヶ月から申請を行うことができます。

◎なお、児が生後6ヶ月未満で死亡した場合には、脳性まひと診断することが困難であるため、本制度の補償対象として認定

されません。

◎申請にかかる具体的な手続きについては、出産された分娩機関または運営組織である財団法人日本医療機能評価機構 (電話 :

03-5800-2231)に ご確認ください。

その他注意事項

産科医療補償制度の対象は、本制度に加入している分娩機関での出産となります。

転院される場合には、転院先の分娩機関が本市J度の加入分娩機関かどうか(財)日本医療機能評価機構のホームページ

(http//www sanka―hp jcqhc orip/)で事前にご確認ください。

分娩機関に過失が認められ損害賠償金が支払われる場合、補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません。

市J度に関する詳細は、補償約款、(財)日本医療機能評価機構のホームページ (http l〃www sanka hpjcqhc orip/)を

ご確認ください。          .

【産科医療補償制度についてのお問い合わせ先】

産科医療補償制度専用コールセンター ”●
このマークは産科

医療補償制度の

シンボルマークです

Alll(2)0905(改 ) 1000000

◎本制度は当院が加入する制度です。従いまして、補償に向けた掛金は当院が支払います。

◎当院で出産された場合 (22週以降の分娩)に は出産育児一時金に3万 円が加算されます。

産科医療の

質の向上

電話:03-5800-2231 受付時間:午前9時～午後5時 (土日祝除く)


